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平
成
２２
年
４
月
１
日
か
ら
公
民
館
お
よ

び
図
書
館
（
八
幡
・
八
條
）
は
、
毎
週
月

曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
そ
の
次
の
最
初
の

平
日
）
が
休
館
日
と
な
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
図
書
館
（
八
幡
・
八
條
）
の
利

用
時
間
は
、
『
午
前
９
時
〜
午
後
７
時
』

に
変
更
と
な
り
ま
す
。
 

J
八
幡
公
民
館
蕁
９９５
・
６
２
１
６
、
八
條

公
民
館
蕁
９９４
・
３
２
０
０
、
八
幡
図
書
館

蕁
９９５
・
６
２
１
５
、
八
條
図
書
館
蕁
９９４
・

５
５
０
０
 

  　
市
で
は
越
谷
県
税
事
務
所
と
協
力
し
、

市
税
徴
収
強
化
月
間
と
し
て
市
税
等
の
滞

納
整
理
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
化
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
特
別
な
事
情
が
あ
り
納
付

が
困
難
な
方
に
対
し
、
次
の
と
お
り
休
日

納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
 

Q
１
月
２４
日
豸
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
 

L
納
税
課
（
１
階
１２
番
窓
口
）
 
 

J
納
税
課
蕁
A
３
３
０
 

  　
市
町
村
交
通
災
害
共
済
は
、
皆
さ
ん
の

会
費
で
運
営
す
る
交
通
事
故
の
お
見
舞
金

助
け
合
い
制
度
で
す
。
平
成
２２
年
度
の
申

し
込
み
受
け
付
け
を
、
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。
 

N
①
市
内
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登

録
を
し
て
い
る
方
 

②
①
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
て
、
修
学
の

た
め
市
外
に
転
出
し
て
い
る
方
 

P
年
額
＝
一
般
９００
円
、
中
学
生
以
下
（
平

成
２２
年
４
月
１
日
現
在
で
中
学
生
以
下
の

方
）
５００
円
 

M
２
月
１
日
か
ら
郵
便
局
、
市
民
課
ま
た

は
駅
前
出
張
所
へ
 

J
市
民
課
蕁
A
２
１
０
 

  　
市
内
に
居
住
す
る
６５
歳
以
上
の
方
に
、

市
内
の
公
衆
浴
場
を
無
料
で
開
放
し
て
い

ま
す
。
世
代
間
の
ふ
れ
あ
い
に
、
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

Q
毎
週
木
曜
日
　
午
後
３
時
３０
分
〜
７
時
 

L
八
潮
浴
場
 

J
長
寿
介
護
課
蕁
A

４
４
７
、
八
潮
浴
場

蕁
９９６
・
８
５
３
２
 

            　
市
で
は
、
従
来
、
市
役
所
本
庁
舎
の
み

で
受
け
付
け
て
い
た
重
度
心
身
障
が
い
者

医
療
費
助
成
の
申
請
を
、
駅
前
出
張
所
で

も
受
け
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

申
請
締
め
切
り
日
　
原
則
毎
月
２４
日
※
市

役
所
本
庁
で
の
締
め
切
り
日
の
前
日
 

　
な
お
、
駅
前
出
張
所
で
は
医
療
費
助
成

申
請
の
受
け
付
け
の
み
で
、
健
康
保
険
・

振
込
先
口
座
等
の
各
種
変
更
は
従
来
ど
お

り
市
役
所
本
庁
舎
の
み
の
受
け
付
け
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

J
障
が
い
福
祉
課
蕁
A
４
２
８
 

   　
平
成
２２
年
４
月
１
日
以
降
に
有
効
期
間

が
始
ま
る
（
具
体
例
参
照
）
自
立
支
援
医

療
費
（
精
神
通
院
）
の
更
新
（
再
認
定
）

の
申
請
か
ら
、
医
師
意
見
書
の
添
付
は
２

年
に
一
度
に
変
わ
り
ま
す
。
前
回
の
申
請

時
に
医
師
意
見
書
を
添
付
し
て
い
れ
ば
、

次
回
申
請
の
際
は
医
師
意
見
書
の
添
付
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

　
な
お
、
更
新
の
申
請
は
、
２
年
に
一
度

で
は
な
く
、
従
来
ど
お
り
毎
年
必
要
で
す
。
 

具
体
例
　
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
有

効
期
間
の
終
了
日
が
 

▼
２
月
以
前
の
方
…
次
の
更
新
に
医
師
意

見
書
が
必
要
で
す
。
▼
３
月
以
降
の
方
…

次
の
更
新
に
は
医
師
意
見
書
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
 

　
有
効
期
間
終
了
後
１
カ
月
以
上
経
過
し

て
か
ら
の
申
請
は
新
規
申
請
扱
い
と
な
る

た
め
、
前
回
医
師
意
見
書
を
提
出
し
た
場

合
で
も
再
度
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

　
再
認
定
の
手
続
き
は
、
有
効
期
間
終
了

の
３
カ
月
前
か
ら
で
き
ま
す
の
で
、
早
め

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

J
障
が
い
福
祉
課
蕁
A
４
２
８
 

   　
ゴ
ミ
の
収
集
日
な
ど
の
電
話
お
知
ら
せ

版
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）
を
平
成
２２
年
２

月
１
日
か
ら
休
止
し
ま
す
。
 

J
広
聴
広
報
課
蕁
A
３
７
３
 

   ●
工
場
移
転
資
金
利
子
補
給
 

　
市
で
は
、
土
地
区
画
整
理
地
内
に
あ
る

工
場
や
、
都
市
計
画
道
路
等
の
建
設
に
伴

い
移
転
と
な
る
工
場
を
有
す
る
中
小
企
業

者
が
、
工
場
移
転
の
た
め
に
借
り
受
け
た

資
金
に
係
る
利
子
を
一
部
補
助
し
ま
す
。
 

対
象
資
金
　
埼
玉
県
産
業
立
地
資
金
、
埼

玉
県
環
境
み
ら
い
資
金
 

N
▼
市
内
で
１
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い

る
こ
と
▼
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
▼

昨
年
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
期

間
で
、
借
入
資
金
に
対
す
る
支
払
い
の
遅

延
日
数
が
１２０
日
未
満
 

利
子
補
給
の
額
　
昨
年
１
月
か
ら
１２
月
ま

で
の
期
間
中
に
支
払
わ
れ
た
利
子
額
の
３０

パ
ー
セ
ン
ト
以
内
 

●
新
規
創
業
資
金
融
資
利
子
補
給
 

　
市
で
は
、
市
内
に
お
い
て
新
た
に
事
業

を
起
こ
す
た
め
に
借
り
受
け
た
資
金
に
係

る
利
子
を
補
助
し
ま
す
。
 

対
象
資
金
　
埼
玉
県
起
業
家
育
成
資
金
、

日
本
政
策
金
融
公
庫
新
規
開
業
資
金
、
日

本
政
策
金
融
公
庫
女
性
・
若
者
／
シ
ニ
ア

起
業
家
資
金
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
新
創

業
融
資
制
度
 

N
▼
市
内
で
引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
を

有
す
る
こ
と
▼
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ

と
▼
昨
年
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で

の
期
間
で
、
借
入
資
金
に
対
す
る
支
払
い

の
遅
延
日
数
が
１２０
日
未
満
 

利
子
補
給
の
額
　
借
入
資
金
を
受
け
た
日

か
ら
３
年
以
内
に
支
払
っ
た
利
子
額
を
補

助
し
ま
す
。
た
だ
し
、
利
子
が
１.５
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
１.５
パ
ー
セ
ン
ト

の
額
 

●
八
潮
市
中
小
企
業
小
口
・
近
代
化
資
金

融
資
利
子
補
給
補
助
金
 

　
市
で
は
、
中
小
企
業
小
口
・
近
代
化
資

金
融
資
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
対
し
、

毎
年
支
払
っ
た
利
子
額
の
３０
パ
ー
セ
ン
ト

（
平
成
１４
年
３
月
以
前
利
用
の
方
は
２０
パ

ー
セ
ン
ト
）
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
 

　
た
だ
し
、
現
在
の
景
気
情
勢
を
考
慮
し

平
成
２１
年
１
月
か
ら
１２
月
ま
で
に
支
払
っ

た
利
子
額
に
つ
い
て
は
５０
パ
ー
セ
ン
ト
を

補
助
し
ま
す
。
補
助
の
対
象
と
な
る
方
に

は
、
個
別
に
申
請
書
類
等
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
商
工
観
光
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
提
出
期
限
ま
で
に
申
請
が
な

い
場
合
は
補
助
金
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

M
１
月
２５
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
窓
口
ま

た
は
郵
送
で
商
工
観
光
課
（
蕁
A
４
７
９
）

へ
 

   　
河
川
や
水
路
に
油
や
薬
品
等
が
流
れ
、

魚
が
死
ん
だ
り
水
道
水
や
農
業
用
水
の
取

水
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
異
常
水

質
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
次
の
と
お
り
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
 

Q
１
月
〜
３
月
 

N
工
場
な
ど
の
事
業
所
 

O
普
及
啓
発
員
に
よ
る
①
異
常
水
質
事
故

の
未
然
防
止
対
策
の
案
内
②
油
や
薬
品
等

の
使
用
・
管
理
状
況
な
ど
の
聞
き
取
り
調

査
 

※
普
及
啓
発
員
は
、
県
が
委
託
し
た
㈱
エ

ー
ス
埼
玉
営
業
所
の
職
員
で
「
普
及
啓
発

員
」
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
 

J
㈱
エ
ー
ス
埼
玉
営
業
所
蕁
０４８
・
８８５
・
８

３
４
３
、
県
水
環
境
課
蕁
０４８
・
８３０
・
３
０

８
１
 

   Q
２
月
１１
日
豢
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
 

●
面
談
相
談
（
予
約
制
）
 

L
埼
玉
司
法
書
士
会
越
谷
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
（
越
谷
駅
東
口
下
車
徒
歩
７
分
）
 

M
２
月
９
日
・
午
後
５
時
ま
で
に
、
電
話

で
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
へ
 

●
電
話
相
談
 

相
談
専
用
電
話
　
蕁
０４８ 
・ 
８７２
・
８
０
５
５

（
当
日
の
み
通
話
可
）
 

J
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
蕁
０４８ 
・ 
８６３
・

７
８
６
１
 

    　
「
正
社
員
と
同
様
の
仕
事
を
し
て
い
る

の
に
、
パ
ー
ト
だ
か
ら
給
料
が
低
く
て
当

然
だ
と
言
わ
れ
た
」
「
今
勤
め
て
い
る
会

社
で
正
社
員
に
な
り
た
い
け
れ
ど
、
パ
ー

ト
だ
か
ら
な
れ
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
」

と
い
っ
た
悩
み
の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
と
は
 

●
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
…
事
業
主

は
通
常
の
労
働
者
（
正
社
員
等
）
と
の
均

衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
職
務
内
容
・
成
果
等
を
勘
案
し
て
賃

金
を
決
定
す
る
努
力
義
務
が
あ
り
ま
す
。
 

●
正
社
員
等
へ
の
転
換
の
推
進
…
事
業
主

は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
、
通

常
の
労
働
者
（
正
社
員
等
）
へ
転
換
推
進

措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
 

J
埼
玉
労
働
局
雇
用
均
等
室
蕁
０４８
・
６００
・

６
２
１
０
 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

特
別
休
日
納
税
相
談
 

ふ
れ
あ
い
浴
場
 

交
通
災
害
共
済
申
し
込
み
の
受
け
付
け
 

公
民
館
お
よ
び
図
書
館
の
休
館
日
・
 

利
用
時
間
が
変
わ
り
ま
す
 

自
立
支
援
医
療
費（
精
神
通
院
医
療
） 

の
更
新
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す
 

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
助
成
の
申
 

請
を
駅
前
出
張
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
 

市
内
中
小
企
業
者
の
方
へ
 

利
子
補
給
金
申
請
の
お
知
ら
せ
 

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
フ
リ
ー
ダ
 

イ
ヤ
ル
）の
休
止
の
お
知
ら
せ
 

異
常
水
質
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
 

に
普
及
啓
発
員
が
お
伺
い
し
ま
す
 

遺
言
・
相
続
無
料
相
談
会
 

〜
い
ま
、あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
〜
 

冬 の エ コ ラ イ フ 
～未来を守るエコライフ適温暖房２０℃～ 
　暖房などによりエネルギー使用量が増える冬、今年も温暖化対策キャンペーン
を実施します。 
　地球温暖化を食い止めるには、皆さんの取り組みが、重要なカギを握っています。 
　温暖化対策は一人ひとりが主役です。身の回りのできることから、冬のライフス
タイルに取り組みましょう。 
 
 
Q３月２１日まで 
●カーディガンやベストなどを重ね着するなど、暖かく過ごす工夫をして、暖房温
度を適温（２０℃以下）に設定しましょう。 
●冬は鍋の季節、エコ・クッキングにも挑戦しませんか？ 
 
 
Q３月２１日まで 
●「この日は、１日環境によいことをしよう」
と決めて、「エコライフＤＡＹ」に挑戦して
みませんか。省エネ・省資源の成果をチ
ェックシートで実感できます。 
●自治会、学校、団体、事業所単位で参
加できます。また、個人で参加する場合は、
チェックシートのほか、県のホームページ
(http://www.pref.saitama.lg.jp/ 
A09/BE00/ecolife/ecolifeDAY.html) か
らも参加できます。 
J県温暖化対策課蕁０４８－８３０－３０３８ 

冬のライフスタイル 

冬のエコライフＤＡＹ 

パ
ー
ト
だ
か
ら
と
あ
き
ら
め
て
い
ま
せ
 

ん
か
？
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
ポ
イ
 

ン
ト
〜
パ
ー
ト
で
お
勤
め
の
皆
さ
ん
へ
 


